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承第１５号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和２

年１１月１１日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第８９号 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定す

る。 

  令和２年１１月３０日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 （略） 第２０条 (略) 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合においては１００分の１３

０、１２月に支給する場合においては１００

分の１２５を乗じて得た額（給料表の適用を

受ける職員でその職務の級が６級以上であ

るもの（これらの職員のうち、市の規則で定

める職員に限る。第２１条において「特定管

理職員」という。）にあつては６月に支給する

場合においては１００分の１１０、１２月に

支給する場合においては１００分の１０５

を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１０

０分の１３０を乗じて得た額（給料表の適用

を受ける職員でその職務の級が６級以上で

あるもの（これらの職員のうち、市の規則で

定める職員に限る。第２１条において「特定

管理職員」という。）にあつては１００分の１

１０を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 
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３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１３０」及び

「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の７２．５」と、「１００分の１１０」及び「１

００分の１０５」とあるのは「１００分の６

２．５」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１３０」とあ

るのは「１００分の７２．５」と、「１００分

の１１０」とあるのは「１００分の６２．５」

とする。 

４・５（略） ４・５（略） 

第２条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 (略) 第２０条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１０

０分の１２７．５を乗じて得た額（給料表の

適用を受ける職員でその職務の級が６級以

上であるもの（これらの職員のうち、市の規

則で定める職員に限る。第２１条において

「特定管理職員」という。）にあつては１０

０分の１０７．５を乗じて得た額）に、基準

日以前６箇月以内の期間におけるその者の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合においては１００分の１３

０、１２月に支給する場合においては１００

分の１２５を乗じて得た額（給料表の適用を

受ける職員でその職務の級が６級以上であ

るもの（これらの職員のうち、市の規則で定

める職員に限る。第２１条において「特定管

理職員」という。）にあつては６月に支給す

る場合においては１００分の１１０、１２月

に支給する場合においては１００分の１０

５を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）  

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１２７．５」

とあるのは「１００分の７２．５」と、「１０

０分の１０７．５」とあるのは「１００分の

６２．５」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１３０」及び

「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の７２．５」と、「１００分の１１０」及び「１

００分の１０５」とあるのは「１００分の６

２．５」とする。 

４・５（略） ４・５（略） 

附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から
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施行する。 
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議第９０号 

   美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

例について 

 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を下記の

とおり制定する。 

  令和２年１１月３０日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

   美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和４１年美濃加茂市 

 条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

６月に支給する場合においては１００分の

２２５、１２月に支給する場合においては１

００分の２２０を乗じた額に、基準日以前に

おけるその者の在職期間の区分に応じて一

般職の職員の例により一定の割合を乗じて

得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

１００分の２２５を乗じた額に、基準日以前

におけるその者の在職期間の区分に応じて

一般職の職員の例により一定の割合を乗じ

て得た額とする。 

第２条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

- 20 -



第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

１００分の２２２．５を乗じた額に、基準日

以前におけるその者の在職期間の区分に応

じて一般職の職員の例により一定の割合を

乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

６月に支給する場合においては１００分の

２２５、１２月に支給する場合においては１

００分の２２０を乗じた額に、基準日以前に

おけるその者の在職期間の区分に応じて一

般職の職員の例により一定の割合を乗じて

得た額とする。 

附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から

施行する。 
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議第９１号 

   美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

   の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和２年１１月３０日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

   美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部 

   を改正する条例 

 （美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改 

 正） 

第１条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭

和４２年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、６月に支給する場合においては１０

０分の２２５、１２月に支給する場合におい

ては１００分の２２０を乗じた額に、基準日

以前におけるその者の在職期間の区分に応

じて、美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の規

定により期末手当を受ける職員（以下「一般

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、１００分の２２５を乗じた額に、基

準日以前におけるその者の在職期間の区分

に応じて、美濃加茂市職員の給与に関する条

例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の

規定により期末手当を受ける職員（以下「一

般職の職員」という。）の例により一定の割合

を乗じて得た額とする。 
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職の職員」という。）の例により一定の割合を

乗じて得た額とする。 

第２条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、１００分の２２２．５を乗じた額に、

基準日以前におけるその者の在職期間の区

分に応じて、美濃加茂市職員の給与に関する

条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）

の規定により期末手当を受ける職員（以下

「一般職の職員」という。）の例により一定の

割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、６月に支給する場合においては１０

０分の２２５、１２月に支給する場合におい

ては１００分の２２０を乗じた額に、基準日

以前におけるその者の在職期間の区分に応

じて、美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の規

定により期末手当を受ける職員（以下「一般

職の職員」という。）の例により一定の割合を

乗じて得た額とする。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から

施行する。 

- 23 -



議第９２号 

   美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正す 

   る条例について 

 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を下

記のとおり制定する。 

  令和２年１１月３０日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

   美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年美濃加

茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１３０」とあるのは「１００分の１

７０」、「１００分の１２５」とあるのは「１

００分の１６５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１３０」とあるのは「１００分の１

７０」とする。 

第２条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように 

 改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 
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第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２７．５」とあるのは「１００分

の１６７．５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１３０」とあるのは「１００分の１

７０」、「１００分の１２５」とあるのは「１

００分の１６５」とする。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から

施行する。 
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議第９３号 

   美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

を改正する条例について 

 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を下記のとおり制定する。 

  令和２年１１月３０日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

   美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

 （美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例（令和元年

美濃加茂市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条から第２０条

の３までの規定は、任期の定めが６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員（１週間当

たりの勤務時間が著しく少ない者として規

則で定めるものを除く。以下この条において

同じ。）について準用する。この場合におい

て、給与条例第２０条第２項中「１００分の

１３０」及び「１００分の１２５」とあるの

は「１００分の７２．５」と、給与条例第２

０条第４項中「それぞれその基準日現在（退

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

又は死亡した日現在）において職員が受ける

べき給料（育児短時間勤務職員等にあつて

第８条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条から第２０条

の３までの規定は、任期の定めが６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員（１週間当

たりの勤務時間が著しく少ない者として規

則で定めるものを除く。以下この条において

同じ。）について準用する。この場合におい

て、給与条例第２０条第２項中「１００分の

１３０」とあるのは「１００分の７２．５」

と、給与条例第２０条第４項中「それぞれそ

の基準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在）に

おいて職員が受けるべき給料（育児短時間勤

務職員等にあつては、給料の月額を算出率で
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は、給料の月額を算出率で除して得た額）及

び扶養手当の月額並びにこれらに対する地

域手当の月額の合計額」とあるのは「前基準

日の翌日からそれぞれその基準日（退職し、

又は死亡した職員にあつては、退職し、又は

死亡した日）までの在職期間における報酬

（第４条から第６条までの規定により支給

された報酬を除く。）の１月当たりの平均額」

とする。 

除して得た額）及び扶養手当の月額並びにこ

れらに対する地域手当の月額の合計額」とあ

るのは「前基準日の翌日からそれぞれその基

準日（退職し、又は死亡した職員にあつては、

退職し、又は死亡した日）までの在職期間に

おける報酬（第４条から第６条までの規定に

より支給された報酬を除く。）の１月当たり

の平均額」とする。 

２～４（略） ２～４（略） 

第２条 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次

のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条から第２０条

の３までの規定は、任期の定めが６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員（１週間当

たりの勤務時間が著しく少ない者として規

則で定めるものを除く。以下この条において

同じ。）について準用する。この場合におい

て、給与条例第２０条第２項中「１００分の

１２７．５」とあるのは「１００分の７２．

５」と、給与条例第２０条第４項中「それぞ

れその基準日現在（退職し、又は死亡した職

員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）

において職員が受けるべき給料（育児短時間

勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率

で除して得た額）及び扶養手当の月額並びに

これらに対する地域手当の月額の合計額」と

あるのは「前基準日の翌日からそれぞれその

基準日（退職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、又は死亡した日）までの在職期

間における報酬（第４条から第６条までの規

定により支給された報酬を除く。）の１月当

第８条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条から第２０条

の３までの規定は、任期の定めが６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員（１週間当

たりの勤務時間が著しく少ない者として規

則で定めるものを除く。以下この条において

同じ。）について準用する。この場合におい

て、給与条例第２０条第２項中「１００分の

１３０」及び「１００分の１２５」とあるの

は「１００分の７２．５」と、給与条例第２

０条第４項中「それぞれその基準日現在（退

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

又は死亡した日現在）において職員が受ける

べき給料（育児短時間勤務職員等にあつて

は、給料の月額を算出率で除して得た額）及

び扶養手当の月額並びにこれらに対する地

域手当の月額の合計額」とあるのは「前基準

日の翌日からそれぞれその基準日（退職し、

又は死亡した職員にあつては、退職し、又は

死亡した日）までの在職期間における報酬

（第４条から第６条までの規定により支給
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たりの平均額」とする。 された報酬を除く。）の１月当たりの平均額」

とする。 

２～４（略） ２～４（略） 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から

施行する。 
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議第９４号 

美濃加茂市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

美濃加茂市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を下記のとお

り制定する。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

（美濃加茂市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４２年美濃加茂市条例

第４号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（種類） （種類） 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおり

とする。 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおり

とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 災害対策業務手当 

（感染症防疫作業手当） （感染症防疫作業手当） 

第３条 感染症防疫作業手当は、職員が市長

の命により感染症患者若しくは感染症の疑

のある患者を隔離、若しくは移送又は病原

体の付着した物件若しくは付着の危険があ

る物件の消毒その他の処理作業に従事した

とき、勤務１日につき、１，０００円を支

給する。 

第３条 感染症防疫作業手当は、職員が市長

の命により感染症患者若しくは感染症の疑

のある患者を隔離、若しくは移送又は病原

体の付着した物件若しくは付着の危険があ

る物件の消毒その他の処理作業に従事した

とき勤務１日につき、５００円を支給す

る。 

（犬猫等死体処理手当） （犬猫等死体処理手当） 

第５条 犬猫等死体処理手当は、職員が市長

の命により犬猫等の死体を処理したとき、

第５条 犬猫等死体処理手当は、犬猫等の死

体を処理した職員１人１日につき４００円
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勤務１日につき、１，０００円を支給す

る。 

を支給する。 

 （災害対策業務手当） 

第６条 災害対策業務手当は、職員が美濃加

茂市災害対策本部（災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）第２３条の２第１

項の規定に基づき美濃加茂市地域防災計画

の定めるところにより設置する災害対策本

部をいう。）が設置された場合に災害対策

本部長の命を受けて行う避難所の開設及び

運営業務並びに災害等が発生し、又は発生

するおそれがある現場において行う作業等

に従事したとき、勤務１日につき、１，０

００円を支給する。 

２ 前項の規定による勤務が午前０時を超え

る場合で、次の各号に該当するときは、勤

務１日とみなす。 

(1) 勤務時間が７時間４５分以内となると

き 

(2) 勤務の開始時間が、午後１１時以降の

とき 

(3) 勤務の終了時間が、午前１時以前のと

き 

 （支給方法）  （支給方法） 

第７条 （略） 第６条 （略） 

   附 則 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、昭和４２年４月１日から施

行する。 

この条例は、昭和４２年４月１日から施行

する。 

（新型コロナウイルス感染症により生じた

事態に対処するための防疫等作業に従事す

る職員の特殊勤務手当の特例） 

２ 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手

当は、職員が新型コロナウイルス感染症を
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指定感染症として定める等の政令（令和２

年政令第１１号）第１条に規定する新型コ

ロナウイルス感染症（以下「新型コロナウ

イルス感染症」という。）から市民の生命

及び健康を保護するために行われた措置に

係る作業であって市長が定めるものに従事

したときに支給する。この場合において、

第３条に規定する手当は、支給しない。 

３ 前項に規定する手当の額は、勤務１日に

つき、次に掲げる額を支給する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若し

くはその疑いのある者の身体に接触して

又はこれらの者に長時間にわたり接して

行う作業その他市長がこれに準ずると認

める作業に従事したとき ４，０００円 

(2) 前号に掲げる作業以外の作業に従事し

たとき ３，０００円 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第９５号 

美濃加茂市消防団条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市消防団条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市消防団条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市消防団条例（平成４年美濃加茂市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（費用弁償） （費用弁償） 

第１２条 消防団員が水火災、警戒、訓練等の

職務に従事する場合に支給する費用弁償の

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定めるとおりとする。ただし、第１号及

び第２号の職務に４時間を超えて従事した

ときは、２倍の額を支給する。 

第１２条 消防団員が水火災、警戒、訓練等の

職務に従事する場合においては、１回につき

１，２００円を費用弁償として支給する。 

(1) 水火災その他の災害による災害出動 

１回につき２，０００円 

(2) 警戒、訓練、指導、広報その他の出動 

１回につき１，８００円 

(3) 前２号に掲げるもの以外の出動 １回

につき１，２００円 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に支給すべき事由の生じた費用弁償については、改正後
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の条例第１２条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議第９６号 

美濃加茂市部設置条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市部設置条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市部設置条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市部設置条例（平成１２年美濃加茂市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定により、市長

の権限に属する事務を分掌させるため、次

の部を置く。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定により、市長

の権限に属する事務を分掌させるため、次

の部を置く。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 都市政策部 

(5)～(7) （略） (4)～(6) （略） 

（事務分掌） （事務分掌） 

第２条 部の主な事務分掌は、次のとおりと

する。 

第２条 部の主な事務分掌は、次のとおりと

する。 

(1)～(3)（略）  (1)～(3)（略） 

(4) 都市政策部 

ア 都市計画に関すること。 

イ 立地適正化計画に関すること。 

ウ 住宅政策に関すること。 

エ 開発指導に関すること。 

オ 土地区画整理に関すること。 
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カ 企業誘致に関すること。 

(5) 建設水道部 (4) 建設水道部 

 ア 都市計画に関すること。 

 イ 住宅政策に関すること。 

 ウ 開発指導に関すること。 

 エ 土地区画整理に関すること。 

ア 道路及び河川に関すること。 オ 道路及び河川に関すること。 

イ 公園に関すること。 カ 公園に関すること。 

 キ 企業誘致に関すること。 

(6)・(7) （略） (5)・(6) （略） 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

- 35 -



議第９７号 

令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１３号） 

令和２年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第１３号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６９，５３５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１，７６７，７４０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和２年１１月３０日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第９８号 

令和２年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第１号） 

（総則） 

第１条 令和２年度美濃加茂市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

（収益的収入の補正） 

第２条 令和２年度美濃加茂市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。 

収     入 

（ 科  目 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

第１款 水道事業収益 1,736,529 千円      0 千円  1,736,529 千円 

  第１項 営業収益  1,339,550 千円   △8,000 千円  1,331,550 千円 

  第２項 営業外収益  396,979 千円    8,000 千円   404,979 千円 

  令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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収　入 （単位：千円）

1 水道事業収益 1,736,529 0 1,736,529

1 営 業 収 益 1,339,550 △8,000 1,331,550

1 給 水 収 益 1,316,461 △8,000 1,308,461

2 営業外収益 396,979 8,000 404,979

5 他 会 計 補 助 金 0 8,000 8,000

令和２年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入

款 項 目 計既決予定額 補正予定額
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（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 49,488

　　　減価償却費 524,200

　　　貸倒引当金の増減額（減少は△） △ 320

　　　賞与引当金の増減額（減少は△） 1,020

　　　長期前受金戻入益 △ 394,045

　　　受取利息及び配当金 △ 1,390

　　　支払利息 18,520

　　　資産減耗費 174,197

　　　未収金の増減額（増加は△） △ 15,901

　　　たな卸資産の増減額（増加は△） 0

　　　未払金の増減額（減少は△） △ 15,727

　　　前受金の増減額（減少は△） 947

　　　その他流動負債の増減額（減少は△） 109,544

　　　　　小計 450,533

　　　利息及び配当金の受取額 1,390

　　　利息の支払額 △ 18,520

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 433,403

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 469,628

　　　国庫補助金等による収入 48,000

　　　一般会計等からの繰入金による収入 300

　　　工事負担金の受入による収入 47,548

　　　分担金の受入による収入 69,458

　　　投資有価証券の取得による支出 0

　　　投資有価証券の償還による収入 300,000

　　　他会計貸付金による支出 △ 200,000

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 204,322

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 101,192

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 101,192

Ⅳ　資金増加額（又は減少額） 127,889

Ⅴ　資金期首残高 1,731,957

Ⅵ　資金期末残高 1,859,846

令和２年度美濃加茂市水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）
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（単位：千円）

１

（１）

イ 465,589

ロ 1,011,333

△ 251,286 760,047

ハ 18,136,009

△ 8,122,163 10,013,846

ニ 2,132,857

△ 1,302,152 830,705

ホ 20,561

△ 9,800 10,761

ヘ
24,584

△ 21,667 2,917

ト 71,806

12,155,671

（２）

イ 400,000

ロ 200,000

600,000

12,755,671

２

（１） 1,859,846

（２） 130,448

△ 1,100 129,348

（３） 200,000

（４） 4,244

（５） 1,156

2,194,594

14,950,265

有 価 証 券

貯 蔵 品

その他流動資産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

投資その他の資産
合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

貸 倒 引 当 金

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

他 会 計 貸 付 金

減価償却累計額

建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

建 物

減価償却累計額

構 築 物

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

令和２年度美濃加茂市水道事業予定貸借対照表
（令和３年３月３１日）

資　　　産　　　の　　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

車両及び運搬具

減価償却累計額
工 具 器 具
及 び 備 品
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３
（１）

イ

686,333
686,333

（２）

イ 93,520
93,520

779,853
４
（１）

イ

103,808
103,808

（２） 284,270
（３） 18,711
（４）

イ 7,250
7,250

（５） 124,127
538,166

５
11,238,439
△ 5,218,491

6,019,948

7,337,967

６ 6,566,502

７
（１）

イ 4,164
4,164

（２）

イ 590,951
ロ 300,000

ハ
150,681

1,041,632
1,045,796

7,612,298

14,950,265

利 益剰余金合計
剰 余 金 合 計

資 本 合 計

企 業 債 合 計
未 払 金
前 受 金
引 当 金
賞 与 引 当 金
引 当 金 合 計

退職給付引当金
引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計

流 動 負 債
企 業 債
建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

固 定 負 債
企 業 債

負 債 資 本 合 計

補 助 金
資本剰余金合計
利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
建設改良積立金
当年度未処分
利 益 剰 余 金

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　　本　　　の　　　部
資 本 金

剰 余 金
資 本 剰 余 金

その他流動負債
流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益
長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額

建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

企 業 債 合 計
引 当 金

負　　　債　　　の　　　部
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議第９９号 

財産の取得について 

美濃加茂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年美濃加茂市条例第４号）第３条の規定により、次の財産を取得することに

ついて、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

１ 取得する財産 不動産（区分所有建物） 

所在   美濃加茂市健康のまち一丁目２番 

         構造   鉄筋コンクリート造、地上３階建て 

延床面積 ５，５７３．６５平方メートル中、専有部分１，７

７１．９４平方メートル 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 取得価格   金７５３，８２３，７６７円 

４ 契約の相手方 社会医療法人厚生会 

理事長  山 田 實 紘 
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議第１００号 

財産の取得について 

美濃加茂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年美濃加茂市条例第４号）第３条の規定により、次の財産を取得することに

ついて、議会の議決を求める。 

 令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

１ 取得する財産   プロジェクター、スクリーン及びその周辺機器 

２ 契約の方法   指名競争入札 

３ 取得価格    金４２，８４６，９４７円 

４ 契約の相手方  有限会社サワノ商会 

          代表取締役  澤 野 泰 隆 
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議第１０１号 

指定管理者の指定について 

総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂の指定管理者を指定するため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求

める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

１ 公の施設の名称 

 総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

社会福祉法人 美濃加茂市社会福祉協議会 

   会長 海 老 和 允 

３ 指定管理者となる団体の所在地 

 美濃加茂市新池町三丁目４番１号 

４ 指定の期間 

 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

- 103 -



議第１０２号

   指定管理者の指定について

 すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターの指定管理者を指定するため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の

議決を求める。

  令和２年１１月３０日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

１ 公の施設の名称

すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンター

２ 指定管理者となる団体の名称等

社会福祉法人 慈恵会

   理事長 山 田 實 紘

３ 指定管理者となる団体の所在地

美濃加茂市下米田町東栃井８１番地２

４ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで
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議第１０３号 

指定管理者の指定について 

みのかも健康の森の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

１ 公の施設の名称 

 みのかも健康の森 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

 可茂森林組合 

   代表理事組合長 可 児 登 

３ 指定管理者となる団体の所在地 

 加茂郡七宗町神渕９７５６番地１ 

４ 指定の期間 

 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１０４号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとお

り市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議会の議決を求める。

  令和２年１１月３０日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
田島４５

８号線 

田島町二丁目字坂下３２２４番６地先  

田島町二丁目字坂下３２４９番２地先 
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議第１０５号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和２年１１月３０日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
田島６９

９号線 

美濃加茂市田島町二丁目字坂下３２２５番２地先   

美濃加茂市田島町二丁目字坂下３２２４番１０地先 

２ 
西脇３０

３線 

美濃加茂市下米田町西脇字針田８３９番１地先 

美濃加茂市下米田町西脇字針田８３９番３地先 
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議第１０６号

   市道路線の変更について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、下記のとお

り市道路線の変更をすることについて、同条第３項の規定により議会の議決を求め

る。

  令和２年１１月３０日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番

号 
路線名 

 起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
諸田５６

１号線 

変更前 
蜂屋町中蜂屋字里八３７９７番２地先  

蜂屋町中蜂屋字里八３７９７番８地先 

変更後 
蜂屋町中蜂屋字里八３７９７番２地先  

蜂屋町中蜂屋字里八３７９６番３地先 
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議第１０７号 

美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏形成協定を変更することについて 

 美濃加茂市及び坂祝町の間における定住自立圏形成協定を別紙のとおり全部を変

更するため、美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年美濃加茂

市条例第１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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定住自立圏の形成に関する協定の 

全部を変更する協定書 

令和３年４月１日 

美濃加茂市・坂祝町 
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定住自立圏の形成に関する協定の全部を変更する協定書 

美濃加茂市（以下「甲」という。）と坂祝町（以下「乙」という。）は、平成２２年３月２４日付けで締結した

定住自立圏の形成に関する協定について、次のとおり全部を変更する協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成 20年 12月 26日総行応第 39号総

務事務次官通知）第４の規定によるもの。）を行った甲と、甲が行った中心市宣言に賛同した乙との間

において、より快適でより幸福な暮らしの実現のために必要な都市機能及び生活機能を強化し、定

住化の推進と圏域に住む一人ひとりが、住んでよかったと実感できる「自立循環型のふるさと定住自

立圏」を形成することに関して、必要な事項を定めるものである。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、次条に規定する

様々な政策分野において、連携し、また相互に役割を分担して、それぞれの地域資源を最大限に活

用するとともに、その価値を高めていくこととする。 

（連携する具体的事項及び役割分担） 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次の（ア）から（ウ）までに掲げるものとする。また、その取組

みの内容と当該取組みにおける甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに規定するものとする。 

（ア）生活機能の強化に係る政策分野 

【医療】 

・広域救急医療体制の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域における救急医療体制を確保するため、病院と診療所の役割分担と連携及び一次救急

と二次・三次救急医療体制の連携並びに健康相談窓口の開設など、圏域住民が安心して医

療を受けられる体制の維持に努める。 

ｂ 甲の役割 

(a)地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓発を行う。 

(ｂ)住民の健康に対する安心感、知識向上のため、健康相談窓口の開設を行う。 

ｃ 乙の役割 

地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓発を行う。 
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【福祉】 

・子育て支援サービスの強化 

ａ 取組みの内容 

地域ぐるみで子育てを支える環境の質的・量的向上を図るため、圏域の児童を対象に、住民

のニーズやライフスタイルに応じた子育て支援サービスを強化する。 

ｂ 甲の役割 

子育てに関する支援を必要とする住民と、その支援ができる住民との仲介等、住民の子育て

に関する情報収集・提供を行うとともに、地域主体の子育て支援サービスに関する取組みを

支援する。 

ｃ 乙の役割 

子育てに関する支援を必要とする住民と、その支援ができる住民との仲介等、住民の子育て

に関する情報収集・提供を行うとともに、地域主体の子育て支援サービスに関する取組みを

支援する。 

・福祉サービスの向上に対する環境の整備 

ａ 取組みの内容 

住民が住み慣れた地域で安心して生活できる圏域を形成するため、福祉及び介護サービス

に関する情報発信機能を強化する。 

ｂ 甲の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関する情報の収

集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

ｃ 乙の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関する情報の収

集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

・幼児療育支援の質の向上 

ａ 取組みの内容 

多種多様な障がい及び支援を必要とする児の療育ニーズに対応するため、研修会等を実施

し、療育者の質の向上を図る。また、各地域に専門職を派遣することで、地域別の療育ニーズ

の整備を図る。   

ｂ 甲の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、各地域が必要とする専門職の調整・

派遣を行う。 

ｃ 乙の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、地域が必要とする派遣事業を実施
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する。 

【教育】 

・外国籍児童・生徒に対する教育環境の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域の外国人の子どもの学校生活における適応力及び就学率の向上を図る。 

ｂ 甲の役割 

初期適応指導教室、日本語教室等、圏域の外国人の子どもが適切な教育を受けられる環境

を整備する。 

ｃ 乙の役割 

初期適応指導教室、日本語教室等、圏域の外国人の子どもが適切な教育を受けられる環境

を整備する。 

・図書館相互利用の促進 

ａ 取組みの内容 

図書館の広域利用を促進するため、図書館の相互の連携を強化する。 

ｂ 甲の役割 

圏域住民の図書館利用とネットワーク化を促進するとともに、図書の充実と圏域住民への蔵書

情報の提供と、研修・講座の企画や読み聞かせなど発表場所の提供に努める。 

ｃ 乙の役割 

圏域住民の図書館利用とネットワーク化を促進するとともに、図書の充実と圏域住民への蔵書

情報の提供と、研修・講座の企画や読み聞かせなど発表場所の提供に努める。 

・生涯学習機会の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域住民の生涯学習機会を推進するため、各公共施設で実施する生涯学習講座等の充実

を図り、また圏域住民への情報提供をする。 

ｂ 甲の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内でその情報

を共有し住民に発信する。 

ｃ 乙の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内でその情報

を共有し住民に発信する。 

【産業振興】 

・農林業の振興 

ａ 取組みの内容 
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有害鳥獣による農作物被害や耕作放棄地の増加、荒廃する森林の増加など、農林業の課題

に連携して対応するとともに、資源の有効活用や担い手の育成など、農林業の振興を図る。 

ｂ 甲の役割 

有害鳥獣対策として、耕作放棄地や荒廃した森林の整備の実施および、耕作放棄地や森林

資源の有効活用の実施、若い世代の担い手育成を推進していく。また、農林業に関する情報

の収集や最先端技術などを活用し、新たな整備方法や資源活用方法などの研究・開発に取

り組むとともに、圏域と情報共有および調整を図る。 

ｃ 乙の役割 

有害鳥獣対策として、耕作放棄地や荒廃した森林の整備の実施および、耕作放棄地や森林

資源の有効活用の実施、若い世代の担い手育成を推進していく。また、農林業に関する情報

の収集や最先端技術などを活用し、新たな整備方法や資源活用方法などの研究・開発に取

組む。 

・木曽川や旧中山道を活用した観光の推進 

ａ 取組みの内容 

木曽川及び旧中山道を軸に圏域の連携を図り、地域固有の歴史や文化を活かした広域観光

を推進する。特に、全国有数の清流である木曽川流域において「かわまちづくり」を進め、川

を利用した地域の活性化事業を推進する。 

ｂ 甲の役割 

(a)旧中山道を中心として、観光産業にかかわる民間企業や関係団体との連携により、訪れる

人々が回遊しやすい観光環境を整備する。 

(b)木曽川河畔の親水空間を、国や県と連携して、圏域全体の憩いの場としての環境を整備

する。 

ｃ 乙の役割 

地域の木曽川及び旧中山道を活用した観光資源の開発を進めるとともに、それらを活用して

広域観光推進に関する取組み及び支援を行う。 

【環境】 

・総合的な環境・エネルギー対策の推進 

ａ 取組みの内容 

圏域住民、民間企業、研究機関、関係団体等多様な主体との連携のもと、圏域全体で二酸

化炭素等の温室効果ガスの排出量の削減や、クリーンエネルギーの普及の拡大、緑化及び

緑地の保全等を推進する。また、圏域河川の水質保全、自然環境の保護活動、リサイクル等

によるごみの減量対策や適正な処理等の環境対策を広域的・効果的に実施する。 

ｂ 甲の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーンエネルギーの

普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 
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(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質汚染を監視し、

効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環境に関わる活

動を支援する。 

ｃ 乙の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーンエネルギーの

普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質汚染を監視し、

効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環境に関わる活

動を支援する。 

【男女共同参画】 

・男女共同参画推進 

ａ 取組みの内容 

圏域における男女共同参画社会の形成を促進するため、合同研修等を実施し、職員の資質

向上と圏域の人づくりを行う。 

ｂ 甲の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のために必要な調

査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

ｃ 乙の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のために必要な調

査・研究、合同研修、啓発等を実施する。  

【消費生活】 

・消費生活センター運営 

ａ 取組みの内容 

消費生活の安全・安心の拠点として「広域消費生活相談室」を設置し、消費者被害の相談業

務や、未然防止の啓発活動を連携して行う。 

ｂ 甲の役割 

広域消費生活相談室に相談員を配置し、機能の維持・充実を図るとともに、地域の消費者の

相談、情報提供、啓発活動に取組む。 

ｃ 乙の役割 

地域の消費者への情報提供や啓発活動に取組む。 

（イ）結びつきやネットワークの強化 
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【デジタル・ディバイドの解消へ向けた ICT インフラ整備】 

・広報連携による情報提供 

ａ 取組みの内容 

圏域内の情報を共有し、相互に発信するほか、行政区の枠組みを越えた広域連携による情

報発信を行う。 

b 甲の役割 

中心的な役割を担い、圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM等の地域情報発

信媒体を活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推進する。また、災害時は同

媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

c 乙の役割 

圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等の地域情報発信媒体を活用し広域

連携によるプロモーション等の情報発信を推進する。また、災害時は同媒体を活用し、圏域内

の情報の共有を図る。 

（ウ）圏域マネジメント能力の強化 

【圏域内市町村の職員等の交流】 

・定住自立圏構想推進に係る会議の設置 

ａ 取組みの内容 

定住自立圏構想で取組む事業の進捗状況や今後の展望について研究・検討を行う会議を設

置し、事業の積極的な推進を図る。 

b 甲の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

c 乙の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

（事務執行にあたっての連携、協力及び費用負担） 

第４条 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携し、又は協

力して事務の執行にあたるものとする。 

２ 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、必要な経費が生じるときは、相互の受益の程

度を勘案し、当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続き及び人員の確保に係る負担並びに前項に規定する費用の負

担については、その都度甲及び乙が協議して別に定めるものとする。 

（協定の変更） 

第５条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上これを定めるものとする。この

場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を得ることとする。 
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（協定の廃止） 

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経た上でその旨を他

方に通知するものとする。 

２ 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。 

３ この協定は、第１項の規定による通告があった日から起算して 2年を経過した日にその効力を失う。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定に関し疑義が生じた場合には、甲及び乙が協議の上これを定める。 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上、それぞれ各１通

を保有する。 

令和３年４月１日 

甲   美濃加茂市太田町 3431 番地１ 

美濃加茂市 

美濃加茂市長    

乙   加茂郡坂祝町取組 46番地 18 

坂祝町 

坂祝町長   
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議第１０８号 

美濃加茂市と富加町の定住自立圏形成協定を変更することについて 

 美濃加茂市及び富加町の間における定住自立圏形成協定を別紙のとおり全部を変

更するため、美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年美濃加茂

市条例第１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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定住自立圏の形成に関する協定の 

全部を変更する協定書 

令和３年４月１日 

美濃加茂市・富加町 
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定住自立圏の形成に関する協定の全部を変更する協定書 

美濃加茂市（以下「甲」という。）と富加町（以下「乙」という。）は、平成２３年３月２８日付け

で締結した定住自立圏の形成に関する協定について、次のとおり全部を変更する協定を締

結する。

（目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総行応

第３９号総務事務次官通知）第４の規定によるもの。）を行った甲と、甲が行った中心市宣

言に賛同した乙との間において、より快適で幸福な暮らしの実現のために必要な都市機

能及び生活機能を強化し、定住化の推進と圏域に住む一人ひとりが、住んでよかったと

実感できる「自立循環型のふるさと定住自立圏」を形成することに関して、必要な事項を

定める。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、次条に

規定する様々な政策分野において、連携し、また相互に役割を分担して、それぞれの地

域資源を最大限に活用するとともに、その価値を高めていくこととする。 

（連携する具体的事項及び役割分担） 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次の（ア）から（ウ）までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。 

（ア）生活機能の強化に係る政策分野 

【医療】 

・広域救急医療体制の充実 

ａ 取組みの内容 
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圏域における救急医療体制を確保するため、病院と診療所の役割分担と連携及

び一次救急と二次・三次救急医療体制の連携並びに健康相談窓口の開設など、

圏域住民が安心して医療を受けられる体制の維持に努める。 

ｂ 甲の役割 

(a)地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓

発を行う。 

(ｂ)住民の健康に対する安心感、知識向上のため、健康相談窓口の開設を行う。 

ｃ 乙の役割 

地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓発

を行う。 

【福祉】 

・子育て支援サービスの強化 

ａ 取組みの内容 

地域ぐるみで子育てを支える環境の質的・量的向上を図るため、圏域の児童を

対象に、住民のニーズやライフスタイルに応じた子育て支援サービスを強化する。 

ｂ 甲の役割 

子育てに関する支援を必要とする住民と、その支援ができる住民との仲介等、住

民の子育てに関する情報収集・提供を行うとともに、地域主体の子育て支援サー

ビスに関する取組みを支援する。 

ｃ 乙の役割 

子育てに関する支援を必要とする住民と、その支援ができる住民との仲介等、住

民の子育てに関する情報収集・提供を行うとともに、地域主体の子育て支援サー

ビスに関する取組みを支援する。 

・福祉サービスの向上に対する環境の整備 

ａ 取組みの内容 

住民が住み慣れた地域で安心して生活できる圏域を形成するため、福祉及び介

護サービスに関する情報発信機能を強化する。 

ｂ 甲の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す
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る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

ｃ 乙の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す

る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

・幼児療育支援の質の向上 

ａ 取組みの内容 

多種多様な障がい及び支援を必要とする児の療育ニーズに対応するため、研修

会等を実施し、療育者の質の向上を図る。 

また、各地域に専門職を派遣することで、地域別の療育ニーズの整備を図る。 

ｂ 甲の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、各地域が必要とする専

門職の調整・派遣を行う。 

ｃ 乙の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、地域が必要とする派遣

事業を実施する。 

【教育】 

・外国籍児童・生徒に対する教育環境の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域の外国人の子どもの学校生活における適応力及び就学率の向上を図る。 

ｂ 甲の役割 

初期適応指導教室、日本語教室等、圏域の外国人の子どもが適切な教育を受

けられる環境を整備する。 

ｃ 乙の役割 

初期適応指導教室、日本語教室等、圏域の外国人の子どもが適切な教育を受

けられる環境を整備する。 

・生涯学習機会の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域住民の生涯学習機会を推進するため、各公共施設で実施する生涯学習講
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座等の充実を図り、また圏域住民への情報提供をする。 

ｂ 甲の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

ｃ 乙の役割 

      各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

【産業振興】 

・農林業の振興 

ａ 取組みの内容 

有害鳥獣による農作物被害や耕作放棄地の増加、荒廃する森林の増加など、

農林業の課題に連携して対応するとともに、資源の有効活用や担い手の育成な

ど、農林業の振興を図る。 

ｂ 甲の役割 

有害鳥獣対策として、耕作放棄地や荒廃した森林の整備の実施および、耕作放

棄地や森林資源の有効活用の実施、若い世代の担い手育成を推進していく。ま

た、農林業に関する情報の収集や最先端技術などを活用し、新たな整備方法や

資源活用方法などの研究・開発に取組むとともに、圏域と情報共有および調整

を図る。 

ｃ 乙の役割 

有害鳥獣対策として、耕作放棄地や荒廃した森林の整備の実施および、耕作放

棄地や森林資源の有効活用の実施、若い世代の担い手育成を推進していく。ま

た、農林業に関する情報の収集や最先端技術などを活用し、新たな整備方法や

資源活用方法などの研究・開発に取組む。 

【防災】 

・圏域防災体制の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域の防災力の向上を図るため、圏域住民の防災意識の向上、 災害に対応で

きる職員の技術向上の体制を整備する。 

- 131 -



ｂ 甲の役割 

防災体制の充実に向け、中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域の防災体制の充実に取組む。 

【環境】 

・総合的な環境・エネルギー対策の推進 

   ａ 取組みの内容 

圏域住民、民間企業、研究機関、関係団体等多様な主体との連携のもと、圏域

全体で二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量の削減や、クリーンエネルギーの

普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。また、圏域河川の水質保全、

自然環境の保護活動、リサイクル等によるごみの減量対策や適正な処理等の環

境対策を広域的・効果的に実施する。 

ｂ 甲の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーンエ

ネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環境

に関わる活動を支援する。 

ｃ 乙の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーンエ

ネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環境

に関わる活動を支援する。 

【男女共同参画】 

・男女共同参画推進 

   ａ 取組みの内容 
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圏域における男女共同参画社会の形成を促進するため、合同研修等を実施し、

職員の資質向上と圏域の人づくりを行う。 

ｂ 甲の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

ｃ 乙の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

【消費生活】 

・消費生活センター運営 

ａ 取組みの内容 

消費生活の安全・安心の拠点として「広域消費生活相談室」を設置し、消費者被

害の相談業務や、未然防止の啓発活動を連携して行う。 

ｂ 甲の役割 

広域消費生活相談室に相談員を配置し、機能の維持・充実を図るとともに、地域

の消費者の相談、情報提供、啓発活動に取組む。 

ｃ 乙の役割 

地域の消費者への情報提供や啓発活動に取組む。 

（イ）結びつきやネットワークの強化 

【地域公共交通】 

・圏域公共交通の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域内を便利に移動できる公共交通網を整備する。 

ｂ 甲の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備において、

中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備に向けた各
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種事業に取組む。 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けた ICT インフラ整備】 

・広報連携による情報提供 

ａ 取組みの内容 

圏域内の情報を共有し、相互に発信するほか、行政区の枠組みを越えた広域連

携による情報発信を行う。 

ｂ 甲の役割 

中心的な役割を担い、圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等

の地域情報発信媒体を活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推

進する。また、災害時は同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

ｃ 乙の役割 

圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等の地域情報発信媒体を

活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推進する。また、災害時は

同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

【地域内外の住民との交流・移住促進】 

・多文化共生の推進 

ａ 取組みの内容 

生活に必要な行政情報の翻訳、窓口での通訳体制を整えるとともに、地域での

コミュニケーションを円滑にするために外国人住民には基礎的な日本語習得の

機会を提供し、日本人住民には「やさしい日本語」の習得を促す。また、災害時

における通訳ボランティアスタッフの養成を通じて、災害時の情報伝達体制を拡

充するとともに、地域リーダーの育成につなげ、地域での住民交流の拡充を目

指す。 

ｂ 甲の役割 

行政情報の翻訳、日本語講座等のスタッフ養成及び場所の提供を行い、多言語

対応の基礎的な部分を提供する。 

ｃ 乙の役割 

外国人住民の需要を把握し、日本語講座のスタッフ養成や災害時の通訳ボラン

ティア養成に対して協力・支援を行う。 
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（ウ）圏域マネジメント能力の強化 

【圏域内市町村の職員等の交流】 

・定住自立圏構想推進に係る会議の設置 

ａ 取組みの内容 

定住自立圏構想で取組む事業の進捗状況や今後の展望について研究・検討を

行う会議を設置し、事業の積極的な推進を図る。 

ｂ 甲の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

ｃ 乙の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

（事務執行にあたっての連携、協力及び費用負担） 

第４条 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携

し、又は協力して事務の執行にあたるものとする。 

２ 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、必要な経費が生じるときは、相互

の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続き及び人員の確保に係る負担並びに前条に規定す

る費用の負担については、その都度甲及び乙が協議して別に定めるものとする。 

（協定の変更） 

第５条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上これを定めるもの

とする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経ることとする。 

（協定の廃止） 

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経た上

でその旨を他方に通知するものとする。 

２ 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。 

３ この協定は、第１項の規定による通告があった日から起算して２年を経過した日にその効
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力を失う。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上、それ

ぞれ各１通を保有する。 

令和３年４月１日 

   甲 美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

       美濃加茂市 

美濃加茂市長   

乙 加茂郡富加町滝田１５１１ 

富加町 

  富加町長   
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議第１０９号 

美濃加茂市と川辺町の定住自立圏形成協定を変更することについて 

 美濃加茂市及び川辺町の間における定住自立圏形成協定を別紙のとおり全部を変

更するため、美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年美濃加茂

市条例第１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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定住自立圏の形成に関する協定の 

全部を変更する協定書 

令和３年４月１日 

美濃加茂市・川辺町 
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定住自立圏の形成に関する協定の全部を変更する協定書 

美濃加茂市（以下「甲」という。）と川辺町（以下「乙」という。）は、平成２２年９月３０日付け

で締結した定住自立圏の形成に関する協定について、次のとおり全部を変更する協定を締

結する。

（目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総行応

第３９号総務事務次官通知）第４の規定によるもの。）を行った甲と、甲が行った中心市宣

言に賛同した乙との間において、より快適でより幸福な暮らしの実現のために必要な都市

機能及び生活機能を強化し、定住化の推進と圏域に住む一人ひとりが、住んでよかった

と実感できる「自立循環型のふるさと定住自立圏」を形成することに関して、必要な事項を

定めることを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、次条に

規定する様々な政策分野において、連携し、また相互に役割を分担して、それぞれの地

域資源を最大限に活用するとともに、その価値を高めていくこととする。

（連携する具体的事項及び役割分担） 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次の（ア）から（ウ）までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。

（ア）生活機能の強化に係る政策分野 

【医療】 

・広域救急医療体制の充実 

ａ 取組みの内容 
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圏域における救急医療体制を確保するため、病院と診療所の役割分担と連携及

び一次救急と二次・三次救急医療体制の連携並びに健康相談窓口の開設など、

圏域住民が安心して医療を受けられる体制の維持に努める。 

ｂ 甲の役割 

(a)地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓

発を行う。 

(ｂ)住民の健康に対する安心感、知識向上のため、健康相談窓口の開設を行う。 

ｃ 乙の役割 

地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓発

を行う。 

【福祉】 

・子育て支援サービスの強化 

ａ 取組みの内容 

地域ぐるみで子育てを支える環境の質的・量的向上を図るため、圏域の児童を

対象に、住民のニーズやライフスタイルに応じた子育て支援サービスを強化する。 

ｂ 甲の役割 

子育てに関する支援を必要とする住民と、その支援ができる住民との仲介等、住

民の子育てに関する情報収集・提供を行うとともに、地域主体の子育て支援サー

ビスに関する取組みを支援する。 

ｃ 乙の役割 

子育てに関する支援を必要とする住民と、その支援ができる住民との仲介等、住

民の子育てに関する情報収集・提供を行うとともに、地域主体の子育て支援サー

ビスに関する取組みを支援する。 

・福祉サービスの向上に対する環境の整備 

ａ 取組みの内容 

住民が住み慣れた地域で安心して生活できる圏域を形成するため、福祉及び介

護サービスに関する情報発信機能を強化する。 

ｂ 甲の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す

- 140 -



る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

ｃ 乙の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す

る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

・幼児療育支援の質の向上 

ａ 取組みの内容 

多種多様な障がい及び支援を必要とする児の療育ニーズに対応するため、研修

会等を実施し、療育者の質の向上を図る。 

また、各地域に専門職を派遣することで、地域別の療育ニーズの整備を図る。 

ｂ 甲の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、各地域が必要とする専

門職の調整・派遣を行う。 

ｃ 乙の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施する。 

【教育】 

・外国籍児童・生徒に対する教育環境の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域の外国人の子どもの学校生活における適応力及び就学率の向上を図る。 

ｂ 甲の役割 

初期適応指導教室、日本語教室等、圏域の外国人の子どもが適切な教育を受

けられる環境を整備する。 

ｃ 乙の役割 

初期適応指導教室、日本語教室等、圏域の外国人の子どもが適切な教育を受

けられる環境を整備する。 

・生涯学習機会の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域住民の生涯学習機会を推進するため、各公共施設で実施する生涯学習講
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座等の充実をはかり、また圏域住民への情報提供をする。 

ｂ 甲の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

ｃ 乙の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

【産業振興】 

・農林業の振興 

ａ 取組みの内容 

有害鳥獣による農作物被害や耕作放棄地の増加、荒廃する森林の増加など、

農林業の課題に連携して対応するとともに、資源の有効活用や担い手の育成な

ど、農林業の振興を図る。 

ｂ 甲の役割 

有害鳥獣対策として、耕作放棄地や荒廃した森林の整備の実施および、耕作放

棄地や森林資源の有効活用の実施、若い世代の担い手育成を推進していく。ま

た、農林業に関する情報の収集や最先端技術などを活用し、新たな整備方法や

資源活用方法などの研究・開発に取組むとともに、圏域と情報共有および調整

を図る。 

ｃ 乙の役割 

有害鳥獣対策として、耕作放棄地や荒廃した森林の整備の実施および、耕作放

棄地や森林資源の有効活用の実施、若い世代の担い手育成を推進していく。ま

た、農林業に関する情報の収集や最先端技術などを活用し、新たな整備方法や

資源活用方法などの研究・開発に取組む。 

【防災】 

・圏域防災体制の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域の防災力の向上を図るため、圏域住民の防災意識の向上、災害に対応で
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きる職員の技術向上の体制を整備する。 

ｂ 甲の役割 

防災体制の充実に向け、中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域の防災体制の充実に取組む。 

【環境】 

・総合的な環境・エネルギー対策の推進 

ａ 取組みの内容 

圏域住民、民間企業、研究機関、関係団体等多様な主体との連携のもと、圏域

全体で二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量の削減や、クリーンエネルギーの

普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。また、圏域河川の水質保全、

自然環境の保護活動、リサイクル等によるごみの減量対策や適正な処理等の環

境対策を広域的・効果的に実施する。 

ｂ 甲の役割 

(a) 関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーン

エネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b) 圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c) 圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環

境に関わる活動を支援する。 

ｃ 乙の役割 

(a) 関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーン

エネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b) 圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c) 圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環

境に関わる活動を支援する。 

【男女共同参画】 
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・男女共同参画推進 

ａ 取組みの内容 

圏域における男女共同参画社会の形成を促進するため、合同研修等を実施し、

職員の資質向上と圏域の人づくりを行う。 

ｂ 甲の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

ｃ 乙の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

【消費生活】 

・消費生活センター運営 

ａ 取組みの内容 

消費生活の安全・安心の拠点として「広域消費生活相談室」を設置し、消費者被

害の相談業務や、未然防止の啓発活動を連携して行う。 

ｂ 甲の役割 

広域消費生活相談室に相談員を配置し、機能の維持・充実を図るとともに、地域

の消費者の相談、情報提供、啓発活動に取組む。 

ｃ 乙の役割 

地域の消費者への情報提供や啓発活動に取組む。 

（イ）結びつきやネットワークの強化 

【地域公共交通】 

・圏域公共交通の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域内を便利に移動できる公共交通網を整備する。 

ｂ 甲の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備において、

中心的な役割を担う。 
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ｃ 乙の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備に向けた各

種事業に取組む。 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けた ICT インフラ整備】 

・広報連携による情報提供 

ａ 取組みの内容 

圏域内の情報を共有し、相互に発信するほか、行政区の枠組みを越えた広域連

携による情報発信を行う。 

ｂ 甲の役割 

中心的な役割を担い、圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等

の地域情報発信媒体を活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推

進する。また、災害時は同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

ｃ 乙の役割 

圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等の地域情報発信媒体を

活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推進する。また、災害時は

同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

【地域内外の住民との交流・移住促進】 

・多文化共生の推進 

ａ 取組みの内容 

生活に必要な行政情報の翻訳、窓口での通訳体制を整えるとともに、地域での

コミュニケーションを円滑にするために外国人住民には基礎的な日本語習得の

機会を提供し、日本人住民には「やさしい日本語」の習得を促す。また、災害時

における通訳ボランティアスタッフの養成を通じて、災害時の情報伝達体制を拡

充するとともに、地域リーダーの育成につなげ、地域での住民交流の拡充を目

指す。 

ｂ 甲の役割 

行政情報の翻訳、日本語講座等のスタッフ養成及び場所の提供を行い、多言語

対応の基礎的な部分を提供する。 

ｃ 乙の役割 

- 145 -



外国人住民の需要を把握し、日本語講座のスタッフ養成や災害時の通訳ボラン

ティア養成に対して協力・支援を行う。 

（ウ）圏域マネジメント能力の強化 

【圏域内市町村の職員等の交流】 

・定住自立圏構想推進に係る会議の設置 

ａ 取組みの内容 

定住自立圏構想で取組む事業の進捗状況や今後の展望について研究・検討を

行う会議を設置し、事業の積極的な推進を図る。 

ｂ 甲の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

ｃ 乙の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

【ヒトづくり】 

・里山人材の育成 

ａ 取組みの内容 

里山文化の住民理解の促進及び里山地域の関係人口創出を図る。 

ｂ 甲の役割 

地域の里山資源を生かした人材育成に関する取組みを行う。 

ｃ 乙の役割 

地域の里山資源を生かした人材育成に関する取組みを行う。 

（事務執行にあたっての連携、協力及び費用負担） 

第４条 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携

し、又は協力して事務の執行にあたるものとする。 

２ 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、必要な経費が生じるときは、相互

の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続き及び人員の確保に係る負担並びに前項に規定す

る費用の負担については、その都度甲及び乙が協議して別に定めるものとする。 
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（協定の変更） 

第５条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上これを定めるもの

とする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経ることとする。 

（協定の廃止） 

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経た上

でその旨を他方に通知するものとする。 

２ 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。 

３ この協定は、第１項の規定による通告があった日から起算して２年を経過した日にその効

力を失う。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上、それ

ぞれ各１通を保有する。 

令和３年４月１日 

        甲 美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

           美濃加茂市 

                  美濃加茂市長 

        乙 加茂郡川辺町中川辺１５１８番地４ 

           川辺町 

                  川辺町長 
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議第１１０号 

美濃加茂市と七宗町の定住自立圏形成協定を変更することについて 

 美濃加茂市及び七宗町の間における定住自立圏形成協定を別紙のとおり全部を変

更するため、美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年美濃加茂

市条例第１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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定住自立圏の形成に関する協定の 

全部を変更する協定書 

令和３年４月１日 

美濃加茂市・七宗町 
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定住自立圏の形成に関する協定の全部を変更する協定書 

美濃加茂市（以下「甲」という。）と七宗町（以下「乙」という。）は、平成２３年３月２８日付け

で締結した定住自立圏の形成に関する協定について、次のとおり全部を変更する協定を締

結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総行応

第３９号総務事務次官通知）第４の規定によるもの。）を行った甲と、甲が行った中心市宣

言に賛同した乙との間において、より快適で幸福な暮らしの実現のために必要な都市機

能及び生活機能を強化し、定住化の推進と圏域に住む一人ひとりが、住んでよかったと

実感できる「自立循環型のふるさと定住自立圏」を形成することに関して、必要な事項を

定める。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、次条に

規定する様々な政策分野において、連携し、また相互に役割を分担して、それぞれの地

域資源を最大限に活用するとともに、その価値を高めていくこととする。 

（連携する具体的事項及び役割分担） 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次の（ア）から（ウ）までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。

（ア）生活機能の強化に係る政策分野 

【医療】 

・広域救急医療体制の充実 

ａ 取組みの内容 

- 150 -



圏域における救急医療体制を確保するため、病院と診療所の役割分担と連携及

び一次救急と二次・三次救急医療体制の連携並びに健康相談窓口の開設など

圏域住民が安心して医療を受けられる体制の維持に努める。 

ｂ 甲の役割 

(a)地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓

発を行う。 

(b)住民の健康に対する安心感、知識向上のため、健康相談窓口の開設を行う。 

ｃ 乙の役割 

地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓発

を行う。 

【福祉】 

・子育て支援サービスの強化 

ａ 取組みの内容 

地域ぐるみで子育てを支える環境の質的・量的向上を図るため、圏域の児童を

対象に、住民のニーズやライフスタイルに応じた子育て支援サービスを強化する。 

ｂ 甲の役割 

子育てに関する支援を必要とする住民と、その支援ができる住民との仲介等、住

民の子育てに関する情報収集・提供を行うとともに、地域主体の子育て支援サー

ビスに関する取組みを支援する。 

ｃ 乙の役割 

子育てに関する支援を必要とする住民と、その支援ができる住民との仲介等、住

民の子育てに関する情報収集・提供を行うとともに、地域主体の子育て支援サー

ビスに関する取組みを支援する。 

・福祉サービスの向上に対する環境の整備 

ａ 取組みの内容 

住民が住み慣れた地域で安心して生活できる圏域を形成するため、福祉及び介

護サービスに関する情報発信機能を強化する。 

ｂ 甲の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す
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る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

ｃ 乙の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す

る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

・幼児療育支援の質の向上 

ａ 取組みの内容 

多種多様な障がい及び支援を必要とする児の療育ニーズに対応するため、研修

会等を実施し、療育者の質の向上を図る。 

また、各地域に専門職を派遣することで、地域別の療育ニーズの整備を図る。 

ｂ 甲の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、各地域が必要とする専

門職の調整・派遣を行う。 

ｃ 乙の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施する。 

【教育】 

・外国籍児童・生徒に対する教育環境の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域の外国人の子どもの学校生活における適応力及び就学率の向上を図る。 

ｂ 甲の役割 

初期適応指導教室、日本語教室等、圏域の外国人の子どもが適切な教育を受

けられる環境を整備する。 

ｃ 乙の役割 

初期適応指導教室、日本語教室等、圏域の外国人の子どもが適切な教育を受

けられる環境を整備する。 

・生涯学習機会の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域住民の生涯学習機会を推進するため、各公共施設で実施する生涯学習講
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座等の充実をはかり、また圏域住民への情報提供をする。 

ｂ 甲の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

ｃ 乙の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

【産業振興】 

・農林業の振興 

ａ 取組みの内容 

有害鳥獣による農作物被害や耕作放棄地の増加、荒廃する森林の増加など、

農業の課題に連携して対応するとともに、資源の有効活用や担い手の育成など、  

農林業の振興を図る。 

ｂ 甲の役割 

有害鳥獣対策として、耕作放棄地や荒廃した森林の整備の実施および、耕作放

棄地や森林資源の有効活用の実施、若い世代の担い手育成を推進していく。ま

た、農林業に関する情報の収集や最先端技術などを活用し、新たな整備方法や

資源活用方法などの研究・開発に取組むとともに、圏域と情報共有および調整

を図る。 

ｃ 乙の役割 

有害鳥獣対策として、耕作放棄地や荒廃した森林の整備の実施および、耕作放

棄地や森林資源の有効活用の実施、若い世代の担い手育成を推進していく。ま

た、農林業に関する情報の収集や最先端技術などを活用し、新たな整備方法や

資源活用方法などの研究・開発に取組む。 

【防災】 

・圏域防災体制の充実 

   ａ 取組みの内容 

圏域の防災力の向上を図るため、圏域住民の防災意識の向上、災害に対応で
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きる職員の技術向上の体制を整備する。 

ｂ 甲の役割 

防災体制の充実に向け、中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域の防災体制の充実に取組む。 

【環境】 

・総合的な環境・エネルギー対策の推進 

   ａ 取組みの内容 

圏域住民、民間企業、研究機関、関係団体等多様な主体との連携のもと、圏域

全体で二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量の削減や、クリーンエネルギーの

普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。また、圏域河川の水質保全、

自然環境の保護活動、リサイクル等によるごみの減量対策や適正な処理等の環

境対策を広域的・効果的に実施する。 

ｂ 甲の役割 

(a) 関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーン

エネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b) 圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c) 圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環

境に関わる活動を支援する。 

ｃ 乙の役割 

(a) 関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーン

エネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b) 圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c) 圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環

境に関わる活動を支援する。 

【男女共同参画】 
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・男女共同参画推進 

ａ 取組みの内容 

圏域における男女共同参画社会の形成を促進するため、合同研修等を実施し、

職員の資質向上と圏域の人づくりを行う。 

ｂ 甲の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

ｃ 乙の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

（イ）結びつきやネットワークの強化 

【地域公共交通】 

・圏域公共交通の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域内を便利に移動できる公共交通網を整備する。 

ｂ 甲の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備において、

中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備に向けた各

種事業に取組む。 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けた ICT インフラ整備】 

・広報連携による情報提供 

ａ 取組みの内容 

圏域内の情報を共有し、相互に発信するほか、行政区の枠組みを越えた広域連

携による情報発信を行う。 

ｂ 甲の役割 
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中心的な役割を担い、圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等

の地域情報発信媒体を活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推

進する。また、災害時は同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

ｃ 乙の役割 

圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等の地域情報発信媒体を

活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推進する。また、災害時は

同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

（ウ）圏域マネジメント能力の強化 

【圏域内市町村の職員等の交流】 

・定住自立圏構想推進に係る会議の設置 

ａ 取組みの内容 

定住自立圏構想で取組む事業の進捗状況や今後の展望について研究・検討を

行う会議を設置し、事業の積極的な推進を図る。 

ｂ 甲の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

ｃ 乙の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

（事務執行にあたっての連携、協力及び費用負担） 

第４条 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携

し、又は協力して事務の執行にあたるものとする。 

２ 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、必要な経費が生じるときは、相互

の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続き及び人員の確保に係る負担並びに前項に規定す

る費用の負担については、その都度甲及び乙が協議して別に定めるものとする。

（協定の変更） 

第５条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上これを定めるもの

とする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経ることとする。 
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（協定の廃止） 

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経た上

でその旨を他方に通知するものとする。 

２ 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。 

３ この協定は、第１項の規定による通告があった日から起算して２年を経過した日にその効

力を失う。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上、それ

ぞれ各１通を保有する。 

令和３年４月１日 

   甲 美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

       美濃加茂市 

 美濃加茂市長   

   乙 加茂郡七宗町上麻生２４４２番地の３ 

       七宗町 

               七宗町長   
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議第１１１号 

美濃加茂市と八百津町の定住自立圏形成協定を変更することについて 

 美濃加茂市及び八百津町の間における定住自立圏形成協定を別紙のとおり全部を

変更するため、美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年美濃加

茂市条例第１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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定住自立圏の形成に関する協定の 

全部を変更する協定書 

令和３年４月１日 

美濃加茂市・八百津町 
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定住自立圏の形成に関する協定の全部を変更する協定書

美濃加茂市（以下「甲」という。）と八百津町（以下「乙」という。）は、平成２３年１２月２２日

付けで締結した定住自立圏の形成に関する協定について、次のとおり全部を変更する協定

を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２

月２６日総行応第３９号総務事務次官通知）第４の規定によるもの。）を行

った甲と、甲が行った中心市宣言に賛同した乙との間において、より快適で

幸福な暮らしの実現のために必要な都市機能及び生活機能を強化し、定住化

の推進と圏域に住む一人ひとりが、住んでよかったと実感できる「自立循環

型のふるさと定住自立圏」を形成することに関して、必要な事項を定める。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、次条

に規定する様々な政策分野において、連携し、また相互に役割を分担して、それぞれの

地域資源を最大限に活用するとともに、その価値を高めていくこととする。

（連携する具体的事項及び役割分担） 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次の（ア）から（ウ）までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。

（ア）生活機能の強化に係る政策分野 

【医療】 

・広域救急医療体制の充実 

ａ 取組みの内容 
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圏域における救急医療体制を確保するため、病院と診療所の役割分担

と連携及び一次救急と二次・三次救急医療体制の連携並びに健康相談

窓口の開設など、圏域住民が安心して医療を受けられる体制の維持に

努める。 

ｂ 甲の役割 

(a)地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓

発を行う。 

 (b)住民の健康に対する安心感、知識向上のため、健康相談窓口の開設を行う。 

ｃ 乙の役割 

地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓発

を行う。 

【福祉】 

・福祉サービスの向上に対する環境の整備 

ａ 取組みの内容 

住民が住み慣れた地域で安心して生活できる圏域を形成するため、福

祉及び介護サービスに関する情報発信機能を強化する。 

ｂ 甲の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設

等に関する情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報

を提供する。 

ｃ 乙の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設

等に関する情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報

を提供する。 

・幼児療育支援の質の向上 

ａ 取組みの内容 

多種多様な障がい及び支援を必要とする児の療育ニーズに対応するた

め、研修会等を実施し、療育者の質の向上を図る。 

また、各地域に専門職を派遣することで、地域別の療育ニーズの整備
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を図る。 

ｂ 甲の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、各地域が必要

とする専門職の調整・派遣を行う。 

ｃ 乙の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、地域が必要

とする派遣事業を実施する。 

【教育】 

・生涯学習機会の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域住民の生涯学習機会を推進するため、各公共施設で実施する生涯

学習講座等の充実をはかり、また圏域住民への情報提供をする。 

ｂ 甲の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、

圏域内でその情報を共有し住民に発信する。 

ｃ 乙の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、

圏域内でその情報を共有し住民に発信する。 

【防災】 

・圏域防災体制の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域の防災力の向上を図るため、圏域住民の防災意識の向上、災害に

対応できる職員の技術向上の体制を整備する。 

ｂ 甲の役割 

防災体制の充実に向け、中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域の防災体制の充実に取組む。 

【環境】 
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・総合的な環境・エネルギー対策の推進 

 ａ 取組みの内容 

圏域住民、民間企業、研究機関、関係団体等多様な主体との連携の 

もと、圏域全体で二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量の削減や、

クリーンエネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進す

る。また、圏域河川の水質保全、自然環境の保護活動、リサイクル

等によるごみの減量対策や適正な処理等の環境対策を広域的・効果

的に実施する。 

ｂ 甲の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、

クリーンエネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川

等の水質汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護

活動等を推進する。 

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源

化等、環境に関わる活動を支援する。 

ｃ 乙の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、

クリーンエネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川

等の水質汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護

活動等を推進する。 

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源

化等、環境に関わる活動を支援する。 

【男女共同参画】 

・男女共同参画推進 

ａ 取組みの内容 

圏域における男女共同参画社会の形成を促進するため、合同研修等を

実施し、職員の資質向上と圏域の人づくりを行う。 

ｂ 甲の役割 
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男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上

のために必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

ｃ 乙の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向 

のために必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

（イ）結びつきやネットワークの強化 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けた ICT インフラ整備】 

・広報連携による情報提供 

ａ 取組みの内容 

圏域内の情報を共有し、相互に発信するほか、行政区の枠組みを越え

た広域連携による情報発信を行う。 

ｂ 甲の役割 

中心的な役割を担い、圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニ

ティ FM 等の地域情報発信媒体を活用し広域連携によるプロモーショ

ン等の情報発信を推進する。また、災害時は同媒体を活用し、圏域内

の情報の共有を図る。 

ｃ 乙の役割 

圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等の地域情報

発信媒体を活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推進

する。また、災害時は同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

（ウ）圏域マネジメント能力の強化 

【圏域内市町村の職員等の交流】 

・定住自立圏構想推進に係る会議の設置 

ａ 取組みの内容 

定住自立圏構想で取組む事業の進捗状況や今後の展望について研究・

検討を行う会議を設置し、事業の積極的な推進を図る。 

ｂ 甲の役割 
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事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

ｃ 乙の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

（事務執行にあたっての連携、協力及び費用負担） 

第４条 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分

担して連携し、又は協力して事務の執行にあたるものとする。 

２ 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、必要な経費が生じる

ときは、相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続き及び人員の確保に係る負担並びに前

項に規定する費用の負担については、その都度甲及び乙が協議して別に定め

るものとする。 

（協定の変更） 

第５条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上これ

を定めるものとする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議

決を経ることとする。 

（協定の廃止） 

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の

議決を経た上でその旨を他方に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものと

する。 

３ この協定は、第１項の規定による通知があった日から起算して２年を経過

した日にその効力を失う。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるもの

とする。 
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この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が署名捺印

の上、それぞれ各１通を保有する。 

令和３年４月１日 

   甲 美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

      美濃加茂市 

美濃加茂市長   

    乙 加茂郡八百津町八百津３９０３番地２ 

      八百津町 

           八百津町長   
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議第１１２号 

美濃加茂市と白川町の定住自立圏形成協定を変更することについて 

 美濃加茂市及び白川町の間における定住自立圏形成協定を別紙のとおり全部を変

更するため、美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年美濃加茂

市条例第１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

- 167 -



定住自立圏の形成に関する協定の 

全部を変更する協定書 

令和３年４月１日 

美濃加茂市・白川町 
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定住自立圏の形成に関する協定の全部を変更する協定書

美濃加茂市（以下「甲」という。）と白川町（以下「乙」という。）は、平成２３年９月２９日付け

で締結した定住自立圏の形成に関する協定について、次のとおり全部を変更する協定を締

結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総行応

第３９号総務事務次官通知）第４の規定によるもの。）を行った甲と、甲が行った中心市宣

言に賛同した乙との間において、より快適で幸福な暮らしの実現のために必要な都市機

能及び生活機能を強化し、定住化の推進と圏域に住む一人ひとりが、住んでよかったと

実感できる「自立循環型のふるさと定住自立圏」を形成することに関して、必要な事項を

定める。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、次条に

規定する様々な政策分野において、連携し、また相互に役割を分担して、それぞれの地

域資源を最大限に活用するとともに、その価値を高めていくこととする。 

（連携する具体的事項及び役割分担） 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次の（ア）から（ウ）までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。 

（ア）生活機能の強化に係る政策分野 

【医療】 

・広域救急医療体制の充実 

ａ 取組みの内容 

- 169 -



圏域における救急医療体制を確保するため、病院と診療所の役割分担と連携及

び一次救急と二次・三次救急医療体制の連携並びに健康相談窓口の開設など、

圏域住民が安心して医療を受けられる体制の維持に努める。 

ｂ 甲の役割 

(a)地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓

発を行う。 

 (b)住民の健康に対する安心感、知識向上のため、健康相談窓口の開設を行う。 

ｃ 乙の役割 

地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓発

を行う。 

【福祉】 

・福祉サービスの向上に対する環境の整備 

ａ 取組みの内容 

住民が住み慣れた地域で安心して生活できる圏域を形成するため、福祉及び介

護サービスに関する情報発信機能を強化する。 

ｂ 甲の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す

る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

ｃ 乙の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す

る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

・幼児療育支援の質の向上 

ａ 取組みの内容 

多種多様な障がい及び支援を必要とする児の療育ニーズに対応するため、研修

会等を実施し、療育者の質の向上を図る。 

また、各地域に専門職を派遣することで、地域別の療育ニーズの整備を図る。 

ｂ 甲の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、各地域が必要とする専

門職の調整・派遣を行う。 
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ｃ 乙の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施する。 

【教育】 

・生涯学習機会の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域住民の生涯学習機会を推進するため、各公共施設で実施する生涯学習講

座等の充実をはかり、また圏域住民への情報提供をする。 

ｂ 甲の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

ｃ 乙の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

【防災】 

・圏域防災体制の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域の防災力の向上を図るため、圏域住民の防災意識の向上、災害に対応で

きる職員の技術向上の体制を整備する。 

ｂ 甲の役割 

防災体制の充実に向け、中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域の防災体制の充実に取組む。 

【環境】 

・総合的な環境・エネルギー対策の推進 

ａ 取組みの内容 

圏域住民、民間企業、研究機関、関係団体等多様な主体との連携のもと、圏域

全体で二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量の削減や、クリーンエネルギーの

普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。また、圏域河川の水質保全、

自然環境の保護活動、リサイクル等によるごみの減量対策や適正な処理等の環
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境対策を広域的・効果的に実施する。 

ｂ 甲の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーンエ

ネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環境

に関わる活動を支援する。 

ｃ 乙の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーンエ

ネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環境

に関わる活動を支援する。 

【男女共同参画】 

・男女共同参画推進 

ａ 取組みの内容 

圏域における男女共同参画社会の形成を促進するため、合同研修等を実施し、

職員の資質向上と圏域の人づくりを行う。 

ｂ 甲の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

ｃ 乙の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

（イ）結びつきやネットワークの強化 

【地域公共交通】 
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・圏域公共交通の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域内を便利に移動できる公共交通網を整備する。 

ｂ 甲の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備において、

中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備に向けた各

種事業に取組む。 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けた ICT インフラ整備】 

・広報連携による情報提供 

ａ 取組みの内容 

圏域内の情報を共有し、相互に発信するほか、行政区の枠組みを越えた広域連

携による情報発信を行う。 

ｂ 甲の役割 

中心的な役割を担い、圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等

の地域情報発信媒体を活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推

進する。また、災害時は同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

ｃ 乙の役割 

圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等の地域情報発信媒体を

活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推進する。また、災害時は

同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

（ウ）圏域マネジメント能力の強化 

【圏域内市町村の職員等の交流】 

・定住自立圏構想推進に係る会議の設置 

ａ 取組みの内容 

定住自立圏構想で取組む事業の進捗状況や今後の展望について研究・検討を

行う会議を設置し、事業の積極的な推進を図る。 
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ｂ 甲の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

ｃ 乙の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

【ヒトづくり】 

・里山人材の育成 

ａ 取組みの内容 

里山文化の住民理解の促進及び里山地域の関係人口創出を図る。 

ｂ 甲の役割 

地域の里山資源を生かした人材育成に関する取組みを行う。 

ｃ 乙の役割 

地域の里山資源を生かした人材育成に関する取組みを行う。 

（事務執行にあたっての連携、協力及び費用負担） 

第４条 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携

し、又は協力して事務の執行にあたるものとする。 

２ 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、必要な経費が生じるときは、相互

の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続き及び人員の確保に係る負担並びに前項に規定す

る費用の負担については、その都度甲及び乙が協議して別に定めるものとする。

（協定の変更） 

第５条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上これを定めるもの

とする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経ることとする。 

（協定の廃止） 

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経た上

でその旨を他方に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。 
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３ この協定は、第１項の規定による通知があった日から起算して２年を経過した日にその効

力を失う。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上、それ

ぞれ各１通を保有する。 

令和３年４月１日 

   甲 美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

       美濃加茂市 

 美濃加茂市長   

    乙 加茂郡白川町河岐７１５番地 

      白川町 

白川町長   
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議第１１３号 

美濃加茂市と東白川村の定住自立圏形成協定を変更することについて 

 美濃加茂市及び東白川村の間における定住自立圏形成協定を別紙のとおり全部を

変更するため、美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年美濃加

茂市条例第１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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定住自立圏の形成に関する協定の 

全部を変更する協定書 

令和３年４月１日 

美濃加茂市・東白川村 
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定住自立圏の形成に関する協定の全部を変更する協定書 

美濃加茂市（以下「甲」という。）と東白川村（以下「乙」という。）は、平成２３年１２月２２日

付けで締結した定住自立圏の形成に関する協定について、次のとおり全部を変更する協定

を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総行応

第３９号総務事務次官通知）第４の規定によるもの。）を行った甲と、甲が行った中心市宣

言に賛同した乙との間において、より快適で幸福な暮らしの実現のために必要な都市機

能及び生活機能を強化し、定住化の推進と圏域に住む一人ひとりが、住んでよかったと

実感できる「自立循環型のふるさと定住自立圏」を形成することに関して、必要な事項を

定める。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、次条に

規定する様々な政策分野において、連携し、また相互に役割を分担して、それぞれの地

域資源を最大限に活用するとともに、その価値を高めていくこととする。 

（連携する具体的事項及び役割分担） 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次の（ア）から（ウ）までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。 

（ア）生活機能の強化に係る政策分野 

【医療】 

・広域救急医療体制の充実 

ａ 取組みの内容 
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圏域における救急医療体制を確保するため、病院と診療所の役割分担と連携及

び一次救急と二次・三次救急医療体制の連携並びに健康相談窓口の開設など、

圏域住民が安心して医療を受けられる体制の維持に努める。 

ｂ 甲の役割 

(a)地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓

発を行う。 

(b)住民の健康に対する安心感、知識向上のため、健康相談窓口の開設を行う。 

ｃ 乙の役割 

地域医療を安定して確保するため、住民に対し、地域医療に関する普及、啓発

を行う。 

【福祉】 

・福祉サービスの向上に対する環境の整備 

ａ 取組みの内容 

住民が住み慣れた地域で安心して生活できる圏域を形成するため、福祉及び介

護サービスに関する情報発信機能を強化する。 

ｂ 甲の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す

る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

ｃ 乙の役割 

関係機関との連携のもと、圏域の医療機関、介護保険施設、福祉施設等に関す

る情報の収集とともに、住民に対し、広域的・総合的な情報を提供する。 

・幼児療育支援の質の向上 

ａ 取組みの内容 

多種多様な障がい及び支援を必要とする児の療育ニーズに対応するため、研修

会等を実施し、療育者の質の向上を図る。 

また、各地域に専門職を派遣することで、地域別の療育ニーズの整備を図る。 

ｂ 甲の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、各地域が必要とする専

門職の調整・派遣を行う。 
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ｃ 乙の役割 

療育者の質の向上を図るための研修を実施すると共に、地域が必要とする派遣

事業を実施する。 

【教育】 

・生涯学習機会の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域住民の生涯学習機会を推進するため、各公共施設で実施する生涯学習講

座等の充実をはかり、また圏域住民への情報提供をする。 

ｂ 甲の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

ｃ 乙の役割 

各公共施設を利用した生涯学習講座等の充実について取組むとともに、圏域内

でその情報を共有し住民に発信する。 

【健康】 

・健康寿命の延伸に向けた取組みの推進 

ａ 取組みの内容 

圏域住民の健康寿命の延伸を図るため、圏域市町村職員のデータ活用に関す

る専門性を向上させ、健康に関するデータの収集・分析を実践し、データを活用

した保健事業の実施を強化する。 

ｂ 甲の役割 

連携市町村職員のデータ分析及び活用に関する専門的知識や技術の向上を目

的とした取組みを行う。また、連携市町村の健康に関するデータを収集及び分

析し、分析結果を活用した保健事業を展開する。 

ｃ 乙の役割 

連携市町村職員のデータ分析及び活用に関する専門的知識や技術の向上を目

的とした取組みを行う。また、連携市町村の健康に関するデータを収集及び分

析し、分析結果を活用した保健事業を展開する。 
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・健康づくり事業の充実 

ａ 取組みの内容 

全ての住民が、住み慣れた圏域の中で生涯にわたり、いきいきと健康で暮らせる

ように、各種健康づくり事業に係る連携を図る。 

ｂ 甲の役割 

各種健康づくり事業の実施に必要な協議、事業企画、住民等への周知を行う。 

ｃ 乙の役割 

各種健康づくり事業の実施に必要な協議、事業企画、住民等への周知を行う。 

【防災】 

・圏域防災体制の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域の防災力の向上を図るため、圏域住民の防災意識の向上、災害に対応で

きる職員の技術向上の体制を整備する。 

ｂ 甲の役割 

防災体制の充実に向け、中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域の防災体制の充実に取組む。 

【環境】 

・総合的な環境・エネルギー対策の推進 

ａ 取組みの内容 

圏域住民、民間企業、研究機関、関係団体等多様な主体との連携のもと、圏域

全体で二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量の削減や、クリーンエネルギーの

普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。また、圏域河川の水質保全、

自然環境の保護活動、リサイクル等によるごみの減量対策や適正な処理等の環

境対策を広域的・効果的に実施する。 

ｂ 甲の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーンエ

ネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

- 181 -



汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環境

に関わる活動を支援する。 

ｃ 乙の役割 

(a)関係機関と連携し、温室効果ガスの排出量削減に取組むとともに、クリーンエ

ネルギーの普及の拡大、緑化及び緑地の保全等を推進する。 

(b)圏域住民等と連携し、圏域を流れる河川の水質保全のため、河川等の水質

汚染を監視し、効果的な保全対策を行うとともに、自然保護活動等を推進する。 

(c)圏域住民や民間企業等が行う、ごみの排出量削減、再利用、資源化等、環境

に関わる活動を支援する。 

【男女共同参画】 

・男女共同参画推進 

ａ 取組みの内容 

圏域における男女共同参画社会の形成を促進するため、合同研修等を実施し、

職員の資質向上と圏域の人づくりを行う。 

ｂ 甲の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

ｃ 乙の役割 

男女共同参画社会の形成に向け、圏域の人づくり及び職員の資質向上のため

に必要な調査・研究、合同研修、啓発等を実施する。 

（イ）結びつきやネットワークの強化 

【地域公共交通】 

・圏域公共交通の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域内を便利に移動できる公共交通網を整備する。 

ｂ 甲の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備において、
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中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとともに、圏域公共交通網の整備に向けた各

種事業に取組む。 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けた ICT インフラ整備】 

・広報連携による情報提供 

ａ 取組みの内容 

圏域内の情報を共有し、相互に発信するほか、行政区の枠組みを越えた広域連

携による情報発信を行う。 

ｂ 甲の役割 

中心的な役割を担い、圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等

の地域情報発信媒体を活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推

進する。また、災害時は同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

ｃ 乙の役割 

圏域内の情報を共有・発信するほか、コミュニティ FM 等の地域情報発信媒体を

活用し広域連携によるプロモーション等の情報発信を推進する。また、災害時は

同媒体を活用し、圏域内の情報の共有を図る。 

（ウ）圏域マネジメント能力の強化 

【圏域内市町村の職員等の交流】 

・定住自立圏構想推進に係る会議の設置 

ａ 取組みの内容 

定住自立圏構想で取組む事業の進捗状況や今後の展望について研究・検討を

行う会議を設置し、事業の積極的な推進を図る。 

ｂ 甲の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 

ｃ 乙の役割 

事業に関する情報収集を行い、関係者との調整を図る会議を開催する。 
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【ヒトづくり】 

・里山人材の育成 

ａ 取組みの内容 

里山文化の住民理解の促進及び里山地域の関係人口創出を図る。 

ｂ 甲の役割 

地域の里山資源を生かした人材育成に関する取組みを行う。 

ｃ 乙の役割 

地域の里山資源を生かした人材育成に関する取組みを行う。 

（事務執行にあたっての連携、協力及び費用負担） 

第４条 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携

し、又は協力して事務の執行にあたるものとする。 

２ 前条に規定する取組みを推進するため、甲及び乙は、必要な経費が生じるときは、相互

の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続き及び人員の確保に係る負担並びに前項に規定す

る費用の負担については、その都度甲及び乙が協議して別に定めるものとする。

（協定の変更） 

第５条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上これを定めるもの

とする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経ることとする。 

（協定の廃止） 

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経た上

でその旨を他方に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。 

３ この協定は、第１項の規定による通知があった日から起算して２年を経過した日にその効

力を失う。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 
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この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上、それ

ぞれ各１通を保有する。 

令和３年４月１日 

甲 美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

美濃加茂市 

美濃加茂市長 

     乙 加茂郡東白川村神土５４８番地 

       東白川村 

東白川村長 
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